
第３章

第2期計画の目指すもの

1. 基本理念・基本方針

2. 基本方針ごとの施策・目指す成果
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1. 基本理念・基本方針

第3章 第2期計画の目指すもの
１． 基本理念・基本方針
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Ⅰ がん検診の推進

Ⅱ がん予防の推進

Ⅲ がんに関する啓発・
教育の推進

がんに関する
相談支援・情報提供
（がん患者への支援）

１．がん予防

２．がん医療の充実

３．がんとの共生

（１）がんの一次予防

（２）がんの二次予防（がん検診）

（１）相談支援及び情報提供

（２）社会連携に基づく緩和ケア等のがん対策・患者支援

（３）がん患者等の社会的問題への対策（サバイバーシップ支援）

（４）ライフステージに応じた療養環境への支援

４．これらを支える基盤の整備

（１）全ゲノム解析*等の新たな技術を含む更なるがん研究の推進

（２）人材育成の強化

（３）がん教育及びがんに関する知識の普及啓発

（４）がん登録の利活用の推進

（５）患者・市民参画の推進 （６）デジタル化の推進

Ⅰ がんの予防

Ⅱ がんとの共生

Ⅲ 基盤の整備

体系整理

※ 国・都道府県が担う分野

市 第１期計画

国 第４期がん対策推進基本計画

市 第2期計画

第2期計画の基本的な考え方（体系整理）

第3章 第2期計画の目指すもの
１． 基本理念・基本方針

第1期計画の課題解決を念頭に、国が策定した『第４期がん対策推進基本計画』（令和5年（2023年）
3月策定）と整合性を図り、広域行政が担う医療を除いた、「予防」、「共生」、「基盤整備」を並列に３本
の柱で整理します。なお、第1期計画では「がん予防」は一次予防のみを指していましたが、第2期計画
では「一次予防」と「二次予防（がん検診）」を合わせて、「がんの予防」として整理しました。

77



基本理念・基本方針

第3章 第2期計画の目指すもの
１． 基本理念・基本方針

1. 科学的根拠に基づくがん検診の実施

2. がん検診の質の維持・さらなる向上

3. がん検診受診率の向上

4. がん検診実施体制の安定的運営

5. たばこ対策

6. 生活習慣の改善

7. 感染症対策

1. 情報提供及び相談支援

2. アピアランスケア*

3. 就労支援

4. メンタルヘルスケア・自殺対策

1. がん教育

2. がん知識の普及啓発

3. デジタル化の推進

4. 市民の参画・協働

基本理念

「がん」による早すぎる死を防ぐ

「がん」になっても住み慣れた
地域で自分らしく生きる

基本方針Ⅲ
基盤の整備

基本方針Ⅰ
がんの予防

基本方針Ⅱ
がんとの共生

基本理念は、第1期計画の『「がん」による早すぎる死を防ぐ』を継続しつつ、新たな視点『「がん」になっ
ても住み慣れた地域で自分らしく生きる』を並列に掲げ、がんとの共生についても推進していきます。基
本方針は、「予防」、「共生」、「基盤の整備」の３本とします。
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施策体系

第3章 第2期計画の目指すもの
１． 基本理念・基本方針

基本理念 基本方針 施策

「が
ん
」に
な
っ
て
も
住
み
慣
れ
た
地
域
で
自
分
ら
し
く
生
き
る

「が
ん
」に
よ
る
早
す
ぎ
る
死
を
防
ぐ

Ⅰ. がんの予防

１．科学的根拠に基づくがん検診の実施

２．がん検診の質の維持・さらなる向上

３．がん検診受診率の向上

４．がん検診実施体制の安定的運営

５．たばこ対策

６．生活習慣の改善

７．感染症対策

Ⅱ. がんとの共生

１．情報提供及び相談支援

２．アピアランスケア*

３．就労支援

４．メンタルヘルスケア・自殺対策

Ⅲ. 基盤の整備

１．がん教育

２．がん知識の普及啓発

３．デジタル化の推進

４．市民の参画・協働
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第3章 第2期計画の目指すもの
１． 基本理念・基本方針

具体的な取組

１．国の指針に沿ったがん検診の実施 ２．検査検証事業を、着実に実施 ３．がん検診の目的、内容、利益不利益等の、あらゆる機会を通じた普及啓発の実施

４．技術・体制的指標及びプロセス指標による精度管理の実施 ５．検診委員会（読影会）・専門懇談会の維持・充実 ６．八王子市がん検診の精度管理状況について、あらゆる機会・場所における普及啓発の実施

７．がん検診無料クーポン券事業の実施 ８．ナッジ理論*等を活用した受診率向上事業の実施

９．自己負担額の検討

10．喫煙・受動喫煙による健康影響について、あらゆる機会を通じた、普及啓発の実施 11．肺がん検診・健康診査受診時に、禁煙指導・禁煙外来支援の実施 １２．喫煙マナーアップキャンペーンの実施

１３．飲酒に関する正しい知識について、普及啓発の実施 １４．規則正しい食生活の推進 １５．運動習慣の定着

１６．がん発症関連ウイルス対策について、あらゆる機会を通じた、普及啓発の実施 １７．肝炎ウイルス*検診を実施し、要精密検査者を精密検査受診や治療に結びつける １８．子宮頸がん予防接種ワクチンの実施

１９．がんと診断された方への支援・サービスについて、市ホームページやイベント等のあらゆる機会・場所にて、情報提供の実施 ２０．がん相談支援センター*の認知度向上 ２１．市内がん相談支援センターと連携し、相談しや
すい環境の整備

２２．アピアランスケア*に関する正しい知識について、あらゆる機会・場所にて、普及啓発の実施 ２３．ウィッグや胸部補整具の購入等費用の助成

２４．国や都が提供する支援・サービスの認知度・利用率向上 ２５．社会保険労務士による就労相談の実施

２６．精神的苦痛を一人で抱え込まない環境の整備

２７．市立小学校・義務教育学校（前期課程）で、医師・がん経験者による講話の実施 ２８．市立中学校・義務教育学校（後期課程）全校で医師・がん経験者によるがん教育の実施

２９．健康フェスタ・食育フェスタやピンクリボン運動等のイベントで普及啓発の実施 ３０．市内大学において、がんに関する講義の実施

３１．デジタル技術の活用

３2．第2期計画に掲げた施策について、市民の参画・協働による実施の検討
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2. 基本方針ごとの施策・目指す成果

第3章 第2期計画の目指すもの
2． 基本方針ごとの施策・目指す成果
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目指す成果から施策にいたる考え方

第3章 第2期計画の目指すもの
2． 基本方針ごとの施策・目指す成果

第２期計画では、基本方針ごとに、施策と目指す成果（アウトカム）の関連性を明確にしながら、実行し
ていくことで、基本理念の実現に繋げていきます。

まずは市民に生じる変化を成果とする「分野アウトカム」を設定し、次に分野アウトカムを達成するため
に必要な中間的な変化を成果とする「中間アウトカム」を設定します。さらに中間アウトカムを達成する
ための個別施策を決定していきます。

施策 中間アウトカム 分野アウトカム

市民の状態に生じる変化分野アウトカム達成のた
めに必要な変化

中間アウトカムを達成す
るために必要なこと

そのためにそのために
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基本方針Ⅰ「がんの予防」における施策・目指す成果

第3章 第2期計画の目指すもの
2． 基本方針ごとの施策・目指す成果

施策 中間アウトカム 分野アウトカム

がんの死亡率を減少させる１．科学的根拠に基づくがん検診の実施

２．がん検診の質の維持・さらなる向上

３．がん検診受診率の向上

４．がん検診実施体制の安定的運営

検診対象がんの早期がん割合を増
加させる《二次予防》

第1期計画に引き続き、がん予防に向けた施策を
実施していきます。

がんの罹患率を減少させる《一次予
防》

５．たばこ対策

６．生活習慣の改善

７．感染症対策

84



基本方針Ⅱ 「がんとの共生」における施策・目指す成果

がん患者及びその家族の苦痛の軽
減、並びに療養生活の質の維持向上
がなされ、がんと共生できる

がん患者及びその家族に、必要な情
報を提供する

1.情報提供及び相談支援

2.アピアランスケア*

3.就労支援

4.メンタルヘルスケア・自殺対策 がん患者の自殺者数を減少させる

がん患者の外見の変化による苦痛を
軽減する

がん患者が自分らしく働き、安心し
て生活できるような環境を作る

本市においては、がんとの共生は新しい視点です。
がん患者及びその家族が、その後の生活を支えるための取組をしていきます。

第3章 第2期計画の目指すもの
2． 基本方針ごとの施策・目指す成果

施策 中間アウトカム 分野アウトカム
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基本方針Ⅲ 「基盤の整備」における施策・目指す成果

基盤の整備は予防や共生を支えるための土台作りです。
すぐに明確な成果は現れないかもしれませんが、将来のために必要な取組となります。

第3章 第2期計画の目指すもの
2． 基本方針ごとの施策・目指す成果

中長期的な、がんの予防・がん患者
支援に向けた基盤づくりを進行させ
る

児童、生徒にがんに関する正しい知
識を教える

1.がん教育

2.がん知識の普及啓発

3.デジタル化の推進

4.市民の参画・協働
市民との対話と共感から、ソリュー
ション（解決策）を共に創り出す

市民にがんに関する正しい知識を身
に付けてもらう

デジタル技術の活用により、望ましい
行動に繋がった人を増加させる

施策 中間アウトカム 分野アウトカム
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